
  
 

一

 
 

 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
行
政
文
書
及
び
法
人
文
書
の
要
件
に
つ
い
て 

 

１ 

行
政
文
書
の
要
件
の
う
ち
、
「
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
」
の
部
分
を
削
除
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
四
項
関
係
） 

 

２ 

法
人
文
書
の
要
件
の
う
ち
、
「
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
」
の
部
分

を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
五
項
関
係
） 

二 

閣
議
、
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
の
作
成
・
公
表
に
つ
い
て 

 

１ 

閣
議
、
閣
僚
会
議
等
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
二
項
関
係
） 

 

２ 

国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
当
該
国
立
公
文
書
館
等
で
保
存
さ
れ
て
い
る
１
の
議
事
録
が
行
政
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ

て
か
ら
三
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
の
経
過
を
考
慮
し
て
も
な
お
公
表
を
制
限
す
る
に
足
り
る
特
段
の
理
由
が
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
二
十
三
条
第
二
項
関
係
） 



 

  
 

二

 
３ 

２
の
場
合
に
お
い
て
、
議
事
録
に
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の

維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
等
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
る
と
し
て
利
用
制
限
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
三
条
第
三
項
関
係
） 

三 

行
政
文
書
等
の
保
存
期
間
の
上
限
に
つ
い
て 

 
 

行
政
文
書
等
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
、
三
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
年
金
記
録
、

不
動
産
の
登
記
記
録
そ
の
他
の
三
十
年
を
超
え
て
保
存
期
間
を
設
定
す
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
行
政
文
書
等
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
条
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
関
係
） 

四 

行
政
文
書
等
の
保
存
期
間
の
下
限
に
つ
い
て 

 

１ 

次
の
①
及
び
②
の
行
政
文
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
、
一
年
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

電
磁
的
記
録
で
あ
る
行
政
文
書 

 
 

② 

行
政
機
関
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
当
該
行
政
機
関
以
外
の
者
と
接
触
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
接
触
に
係
る
情



  
 

三

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
（
①
を
除
く
。
） 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
第
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
関
係
） 

 

２ 
保
存
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
へ
の
記
載
の
対
象

で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

五 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
等
に
つ
い
て 

 

１ 

行
政
機
関
の
長
は
、
国
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
を
全
う
す
る
よ
う
、
行
政

文
書
フ
ァ
イ
ル
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
明
記
等
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
第
五
条
第
四
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

 

２ 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
を
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
保
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
五
項
関
係
） 

六 

行
政
文
書
の
管
理
に
係
る
手
続
に
つ
い
て 

 

１ 

行
政
文
書
管
理
指
針
の
策
定
等 

 
 

⑴ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
文
書
管
理
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
整
理
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全



 

  
 

四

う
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

⑵ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
文
書
管
理
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
（
以

下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
第
九
条
の
二
及
び
第
二
十
九
条
第
二
号
関
係
） 

 

２ 

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
文
書
管
理
指
針
に
基
づ
き
、
行
政
文
書
管
理
規
則
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
第
一
項
関
係
） 

 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
機
関
の
長
か
ら
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
廃
棄
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
八
条
第
三
項
関
係
） 

 

４ 

保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
あ
っ
て
、
な
お
現
に
移
管
さ
れ
、
又
は
廃
棄
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
第
四
項
関
係
） 

七 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
つ
い
て 

 

１ 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
利
用
制
限
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

国
立
公
文
書
館
等
の
長
に
対
し
当
該
意
見
の
参
酌
を
義
務
付
け
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
二
項
関
係
） 



  
 

五

 
２ 

国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
行
政
文
書
等
と
し
て
作
成
又
は
取
得
さ
れ
て
か

ら
三
十
年
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
の
経

過
を
考
慮
し
て
も
な
お
利
用
を
制
限
す
る
に
足
り
る
特
段
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
十
六
条
第
三
項
関
係
） 

 

３ 

２
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お

そ
れ
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
等
が
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
こ
と
に
つ
き
相
当

の
理
由
が
あ
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
利
用
制
限
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
十
八
条
第
三
項
後
段
関
係
） 

八 

委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 
 

委
員
会
の
委
員
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内

閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
八
条
第
四
項
関
係
） 

九 

施
行
期
日
等 



 

  
 

六

 
１ 

こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

２ 
政
府
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
特
別
の
定
め
が
あ
る
法
律
の
一
覧
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

３ 

特
別
防
衛
秘
密
に
つ
い
て
も
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
） 

 

４ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 


